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故郷を・普通の生活を返せ！こどもの未来を奪うな！
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次 回 から証人尋問開始！
＜５/７・８現地での証人尋問は行わず＞

裁判所、国側の執拗な抵抗を跳ねのけ、
準備的口頭弁論を終了する

３月27日の裁判は、国側代理人が裁判長の静止を無視して「準備的口頭弁論の終了には同意出来ない」と発言し続けるという前

代未聞の展開となりました。この日は「準備的口頭弁論の終了」（解説参照）が予定されていましたが、突然国側から「準備的口

頭弁論を終了して証人尋問に入る事には同意できない」という書

面が出され、裁判所の判断が注目されていました。

今回の裁判の意義と今後裁判がどの様に進んでしていくのか、

石原団長代行に聞きました。

３・２７裁判報告

■国側代理人の異例の慌てぶり・・・
裁判長の制止を無視して「異議」を連発■

Ｑ：３月27日の裁判は今後の進行上、重要な裁判になった

印象を受けたのですが。

Ａ：その通りですね。この日の裁判所は

当初の予定通り「準備的口頭弁論」を終

結し、専門家証人及び原告本人の尋問手

続に入ることを決めました。つまり、基

本的な争点に関するお互いの主張に区

切りをつけて、証人及び原告本人の尋

問により争点を裏付ける段階に進んだ

事になります。ところで、このような手続進行については、

国側代理人から「責任論・損害論で争点整理が未了で、尋

問手続に入ることには反対である」という「意見書」が期

日１週間前に突然提出され、国側は当日法廷の場で執拗に

「準備的口頭弁論」を終結することに反対しました。

裁判所は合議（＊参照）し、改めて「準備的口頭弁論」終

結が決定されました。つまり、裁判所は手続進行に関する

国側の意見を受け入れなかったのです。

私たち弁護団は、この裁判を起こすにあたり、原発事故

により慣れない土地で将来の生活設計も見通せず不安な毎

日を送っている原告を、一日も早く救済することを最優先

すると確認してきました。「早期に適正な賠償を実現する

ことに尽力することを求めるものである」と訴状でも訴え

ているところです。裁判所も、昨年７月には、今回の裁判

期日で「準備的口頭弁論」を終結することを原告・被告双

方に伝えており、その時には国・東電は何ら異論を唱えて

いませんでした。いきなり裁判手続の進行に異議を唱え出

した国側の態度こそが批判されるべきであります。

（２面に続く）

【準備的口頭弁論とは】
民事裁判では、法廷の場でお互いの主張を口頭でやり取りするの

が原則になります。これを「口頭弁論」といいます（もっとも、実

務上は、審理を迅速に進めるため、主張を事前に「準備書面」とし

て文書にまとめて提出し、裁判当日は「陳述」という確認だけで済

ませる事にしています。）。

そして、その口頭弁論を充実したものにするため、どこに争点が

あり、どこの立証が必要であるのか等を事前に整理する手続きとし

て、「準備的口頭弁論」というものがあります。この手続きでは、

公開の場でお互いの主張を「準備書面」として提出しながら、裁判

所も交えて争点整理を行います。

「口頭弁論」も「準備的口頭弁論」も見た目や内容はほとんど変

わりありません。しかし、「準備的口頭弁論」

は、「口頭弁論」の準備のための手続きです。

そのため、「準備的口頭弁論」が終了すると、

新しい主張を提出する事が制限されます。裁

判進行上は大きな節目となるため、国側代理

人が執拗に抵抗した理由はここにあります。

≪証人・本人尋問にご支援願います≫

【日時】５月１日（金）午前１０時開廷

午後３時４０分終了予定

【場所】前橋地裁 ４号法廷 （１階の奥）

【証人尋問】

■佐藤 暁証人（元ＧＥ原発技術者）
＜主な尋問内容＞
○海外の原発の設計基準等安全性について

（過酷事故対策を含む安全性の問題を含む）

■原告本人尋問（７名）
＜主な尋問内容＞
○福島第一原発事故で奪われた生活の実態
○平穏な生活やふるさとを奪われた思い 他

【タイムスケジュール】（予定）

10：00～12：00 佐藤氏主尋問 原告２名 尋問
13：10～15：40 原告５名尋問（原告本人尋問は各30分）

※原告本人尋問後、進行協議が行われ、次々回５月22日
以降の証人尋問をどうするか具体的な協議が行われます。

≪進行協議終了後、弁護士会館で報告集会を行います≫

＜報告集会で挨拶

する石原団長代行＞

＊合議とは：一般的には合議体の意思態度を決定するため構成

員が協議することを言いますが、裁判所では、訴訟手続等につ

いて原告と被告の意見が対立した場合などに、合議制裁判所の

裁判官３名が一時法廷から出て別室で協議するなど構成裁判官

が集合して協議することをいいます。

５月１日
１０時開廷
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≪「避難用住宅の無償提供期間の長期延長を求める署名」のご協力ありがとうございました≫
短期間のお願いでしたが、郵送していただきた方もあり、２２４筆のご協力をいただきました。原告への激励のお手紙を添えられた

方もおられ、自分のこととして心配していただいていることに励まされる限りです。今後ともよろしくお願いいたします。

■原告本人尋問は裁判官に被害者が経験した
過酷な実態を伝える重要な機会です■

Ｑ：原告本人尋問が始まりますが、裁判上でどの様な位置付

けになるのでしょうか。

Ａ：原告本人尋問は、これまで私たちが主張してきたことを、

皆さんの証言によって裁判官に理解し納得してもらうための

裁判手続です。被告側は、裁判所の理解を少しでも薄めよう

と反対尋問をしてきます。腹立たしい質問があるかもしれま

せん。しかし、事実を曲げたり薄めたりすることは出来ませ

んし、あってはならないことです。原告の皆さんが思ってい

ること経験したことを裁判官にしっかり伝える気持ちを持っ

て証言すれば、反対尋問を跳ね返すことが必ずやできるでしょ

う。自分の思いや気持ちをしっかり持つことが大切です。

証言する原告の皆さんを支えるためにも傍聴支援が大切で

す。原告、支援者の傍聴参加をお願いします。

因みに、証人及び原告本人尋問は、前

橋地裁で一番大きな４号法廷を使用する

ことが決まりました。座席数は６０です

が、原告や各地の弁護士も傍聴席に座る

ことなると思います。傍聴席が溢れるご

支援を改めてお願いする次第です。

■福島の現地で行う所在尋問について■

Ｑ：現地で尋問を行う所在尋問はどうなったのでしょうか。

Ａ：５月７日・８日に現地に赴き原告本人尋問を行う予定で、

私たちは５名の原告に尋問をお願いしておりましたが、３月

２７日の弁論で裁判所は所在尋問を行わない判断を示しまし

た。その代わり、現地で尋問する予定であった原告のうちと

りあえず２名について前橋地裁で尋問出来ないか打診してき

ました。弁護団としては、裁判官に現地を直接見てもらう必

要を強く感じており、引き続き裁判所には現地を検証するこ

とをお願いしていく予定でおりますが、原告本人尋問は前橋

地裁で行うことになりました。

■今後、秋には結審か■

Ｑ：今後、裁判はどの様に進んでいくのでしょうか。

Ａ：証人及び原告本人尋問が終了し原被告双方の主張・立証

が終了しますと、最終弁論という局面の手続きになります。

今までの主張・立証活動の総まとめした最終準備書面を提出

して弁論終結を迎えます。弁論終結後は判決言い渡しを待つ

ことになります。裁判所の意向としては９月か１０月頃には

弁論終結したいと考えているようですが、国側は迅速な手続

進行に反対し、東電側も慎重な進行を求めており予断を許さ

ない状況です。

≪福井地裁・原発裁判で初の仮処分決定≫

原子力規制委員会の安全審査に合格した、
高浜原発の再稼動を認めず

＜前橋地裁の正面写真＞

ふるさとを返せ！

４月１４日

昨年５月、大飯原発３・４号機（福井県大飯郡おおい町）の運転

差止を命じた福井地裁判決は記憶に新しいところですが、同じ樋口

英明裁判長が、今度は高浜原発３・４号機（同郡高浜町）の運転差

止を命ずる仮処分命令を発令しました。

今回の仮処分命令については色々な評価がなされています

が、１つの見方として、裁判所が「安全神話」の繰り返しに

警鐘を鳴らしたと見ることもできるように思います。

今回の事件の最大の争点は，福島第一原発事故後に改正され

た新規制基準は「世界一厳格」なのか、それとも「甘い」の

かです。

皆さんは、どう思われますか？

原発の専門家でない私たちに判断するのは難しいと思いま

すが、１つだけ、私たちでも分かることがあります。それは、

新規制基準になって廃炉が決定したのは運転開始から４０年

以上経過している老朽化した原子炉５機（美浜原発１・２号

機、敦賀原発１号機、島根原発１号機、限界原発１号機）の

みで、それ以外は全て虎視眈々と再稼働の機会を覗っている

という現実です。

甘い基準で建てた建造物は、後から補強するにも限界があ

るはずです。基準が厳しくなれば、建て替える以外に方法が

ない原発が出て来ても不思議ではありません。ところが、そ

のような脱落する原発が１基もないのです。

これはやはり不自然であり、

既存の原発でも充たせるように

基準自体を甘くしているとしか

考えられません。これは正に、

福島第一原発事故以前の「安全

神話」のやり方です。

福井地裁は、このよ

うな「安全神話」が生き

残っていることを見抜き，同じ

過ちが繰り返されることに警鐘

を鳴らしたと見ることもできる

ように思います。

（事務局長）関 夕三郎

新規制基準は「緩やかすぎ、これを適合しても
原発の安全性は確保されない」と一刀両断

＜仮処分判決を一面トップで報じる新聞各社＞

■場所■ 前橋地方裁判所 ■法廷■ 5/22は２１号法廷、5/26・7/31は４号法廷

■福島の現地で行う予定でした原告本人尋問は前橋で行うことになりました。

●５月２２日（金） 午前１０時～午後５時 原告本人尋問

●６月２６日（金） 午前１０時～午後５時 佐藤氏反対尋問と原告本人尋問

●７月３１日（金） 午前１０時３０分～

●９月１１日（金） 午前１０時３０分～ （最終弁論の予定） ●予備日として１０月１６日（金）

今後の裁判の予定

※5/1の進行協議で

5/22以降の具体的内容が決まります。

裁判所の決定の真意を探る


